
自転車損害賠償保険等加入促進キャンペーン事業委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  自転車は、手軽な移動手段として幅広い年齢層に多目的な用途で利用されてい

る一方、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者へ高額の

損害賠償を命じられる事例が発生している。自転車事故による被害者救済の観点

から、自転車損害賠償保険等の重要性を県民に周知し、加入の促進が求められて

いる。 

  富山県自転車活用推進条例の一部を改正し、自転車損害賠償保険等への加入に

ついて『義務化』したことを受け、施行（R8.10.1）までの期間を重点的に、影響

を受ける県民や団体に対して広報を効果的に展開するため、プロポーザルを実施

して受託業者を選定するもの。 

 

２ 委託事業の概要 

（１）委託業務名 

自転車損害賠償保険等加入促進キャンペーン事業 

（２）業務内容 

   別紙自転車損害賠償保険等加入促進キャンペーン事業委託仕様書（以下「仕

様書」という。）のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結の日から令和９年３月 12日（金）まで 

（４）契約上限額 

金 3,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

上記上限額とは別に契約手続きの中で予定価格を設定する。 

 

３ 実施スケジュール 

（１）質問書提出期限       令和８年４月 17日（金） 17時 

（２）質問に対する県からの回答  令和８年４月 24日（金）までに回答 

（３）参加申込期限        令和８年５月１日（金） 

（４）企画提案書等提出期限    令和８年５月 15日（金） 17時 

（５）書面審査実施        令和８年５月中旬～５月下旬 

（６）審査結果通知・契約締結   令和８年５月下旬以降 

 

４ 参加資格    

次の条件のすべてを満たす者とします。  

（１）富山県内に事業所又は営業所等がある者であること。 

（２）提案内容を確実に遂行できる体制を有し、優れた企画能力を有すること。  



（３）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。  

（４）常時、対面又はオンラインで打合せを行うことが可能な体制を整えていること。  

（５）宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。  

（６）次のいずれにも該当しないこと。  

① 役員等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店

もしくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認めら

れる者  

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与し

ていると認められる者  

③ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められ

る者  

④ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与し

たと認められる者  

⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められる者  

⑥ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用し

ていると認められる者  

⑦ 参加者（参加者が法人その他の団体である場合は、参加者及びその役員、株

式会社にあっては取締役、公益法人にあっては理事、その他の法人等にあっ

てはこれらに相当する職にある者をいう。）が、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16号）第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

る者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びその者を代理人、支

配人その他の使用人として使用する者  

⑧ 参加者が破産者で復権を得ないもの又は会社再生法（平成 14 年法律第 154

号）に基づく再生手続き中もしくは民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく再生手続き中の者  

⑨ 参加者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77号）第２条第２号から第４号まで又は第６号の規定に該当する者  

⑩ 風俗営業等の規制又は業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する接待飲食業、

同業第５項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに類する業を営む者  

⑪ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第

147号）第５条第１項に規定する観察処分を受けている者  



⑫ 県税を滞納している者  

⑬ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 20 条第１項に規定する制限行為能力者

（成年被後見人、被保佐人、被補助人又は未成年者）  

⑭ 禁固以上の刑に処さられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から起算して５年を経過しない者  

 

５ 参加手続き 

（１）質問の受付 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、令和８年４月 17日（金）17時ま

でに「質問書」（様式第１号）に記入の上、電子メールで提出すること（必ず電

話で到達を確認すること） 

   質問への回答は、令和８年４月 24日（金）までに、プロポーザル参加者の全

員に通知する。ただし、提案者の独自企画に関わることなどについては、当該

質問をした提案者のみに回答する。 

（２）プロポーザルへの参加申込み 

   プロポーザルへの参加を希望する場合は、令和８年５月１日（金）17時まで

に「プロポーザル参加申込書（様式第２号）」に記入の上、電子メールで提出す

ること（必ず電話で到達を確認すること） 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

下記①から⑤までの書類を電子メールで提出すること（必ず電話で到達を確認

すること） 

ファイル形式は PDFとし、提出するファイルの合計容量が 20MBを超える場合

は事前に事務局に連絡すること。なお、事務局から依頼があった場合等、必要に

応じて追加資料を提出すること。 

① 会社概要（様式第３号） 

② 企画提案書（様式任意） 

別紙「仕様書」を参照の上、提案すること 

以下が簡潔に分かるものとする。 

・ 自転車損害賠償保険等加入促進キャンペーン事業の企画提案コンセプト 

・ 別紙「仕様書」に基づいた企画及び追加企画の内容 

・ 広報方法（使用予定の広報媒体含む）、広報時期 

③ 実施スケジュール（様式任意） 

    業務の全体スケジュール、作業工程等 

④ 経費見積書（様式任意） 

    上記２（４）の上限金額の範囲内で見積もりすること。（経費の内訳が具体

的にわかるように記載すること。） 



⑤ 業務実施体制（様式任意） 

   責任者氏名及び職務経歴、人員配置・実施体制について記載すること。 

（２）提出期限 

   令和８年５月 15日（金）17時（必着） 

（３）提出方法 

   電子メールによる。 

（４）留意事項 

① 提出できる企画提案書等は、１提案者につき１案とする。 

② 企画提案書等を提出期限までに提出しない者は、参加を辞退したものとみな

す。 

③ 本プロポーザルに関する条件、あらかじめ指示した事項等に違反した場合、

提案を無効とする。 

④ 企画提案書等の内容について提案者にヒアリングを実施する場合がある。 

   なお、ヒアリングに要する費用については、提案者の負担とする。 

 

７ 審査方法等について 

（１）審査 

① 提出された企画提案書等により、書面審査により委託候補者を決定する。 

② 審査は、富山県において審査員が別紙審査基準に基づき、評価、採点を行

い、総評価点が最高点の者を委託候補者とする。 

③ 最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を委託候

補者とする。 

④ 提案者が１社のみの場合は、各審査員評価点の合計が、満点の 50パーセン

ト以上の評価を得た場合に、当該応募者を委託候補者とし、50パーセント未

満の場合は、再度公募を実施する。 

（２）結果通知 

   審査結果は、令和８年５月下旬以降に書面で通知を行うとともに、富山県ホ

ームページにおいて公表する。なお、決定経緯及び決定理由等に関する問い

合わせには応じない。 

（３）失格要件 

   委託候補者が、契約締結時までに参加資格に該当しなくなった場合又は事故

等の特別な理由により契約締結が不可能になった場合には、次点の者と契約

締結の交渉を行う。 

 

８ 契約について 

（１）委託候補者とは委託業務の内容を別途協議の上、契約を締結する。（委託業務

の実施に際し、企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものでは

ない。委託候補者と県は、企画提案の内容を基にして、実施内容の詳細や業



務履行に必要な具体的な条件等を協議し、調整が整った場合に、契約の手続

きを行うものである。） 

（２）契約金額には、本委託業務に要する費用その他一切の費用を含むものとす

る。 

 

９ 提出された企画提案書等の取扱いについて 

（１）企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。ただし、県は下記（２）ただ

し書及び（３）の場合に企画提案書等を無償で使用することができるものと

する。 

（２）企画提案書等は、委託候補者の選定以外に提案者に無断に使用しないものと

する。ただし、委託候補者として選定された提案者の企画提案書等について

は、委託候補者選定後、一定期間、ホームページ等での公表に使用すること

がある。 

（３）企画提案書等は、委託候補者の選定を行うために必要な範囲又は公開等の際

に複製を作成することがある。 

（４）提出された企画提案書等は返却しない。 

 

１０ その他留意事項 

（１）本プロポーザルへの参加に要するすべての費用は、参加者負担とする。 

（２）参加申込後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届（様式任

意）を提出すること。 

（３）この要領の内容に不明点がある場合は、県担当の指示に従うものとする。 

（４）受託者は、受託義務を実施するにあたり、業務上知りえた秘密を他に漏ら

し、又は自己の利益のために利用しないこと。また、委託業務終了後も同様

とする。 

（５）事業の趣旨にあった効果的な提案であれば、仕様書に記載の無い事項につい

ても、新たな提案を妨げるものではない。 

（６）業務の実施にあたり、第三者（県及び受託者以外のもの）が権利を有する素

材を用いる場合は、著作権処理など利用に必要な措置を講じること 

 

１１ 書類の提出先及び問合せ先 

   富山県観光推進局観光資源活用室コンベンション・賑わい創出課 山口 

   住 所：〒930-8501 富山市新総曲輪１－７ 

   電 話：076-444-4116（直通） 

   ＦＡＸ：076-444-4404 

   メールアドレス：akankoshigen@pref.toyama.lg.jp 

   ※問合せは、8：30～17：15（土日・祝日を除く）の時間帯で受け付けます。 


